
   
          令和６年度 生ごみ堆肥化容器購入費補助金交付事業  

                  応 募 要 領  

 

補助対象者  名取市にお住まいで、次の要件をすべて満たす方（申込みは１世帯１基） 

  ①これから生ごみ堆肥化容器を購入すること。 

  ②市が認定した生ごみ堆肥化容器を登録販売店から購入すること。 

  ③購入した生ごみ堆肥化容器を適切に維持管理し、できた堆肥を有効に活用すること。 

  ④今年度この補助事業で補助の交付を受けていないこと。 

 ⑤生ごみ堆肥化容器を家庭で使用すること。 

 

補助対象の生ごみ堆肥化容器  

  ①生ごみを微生物の活動で分解するもの。 

  ②電気を使用し、生ごみを微生物の活動で分解するもの。 

  ③電気を使用し、生ごみを熱により乾燥させるもの。 

 以上で市が認定した機種 

 

補助金額     購入した金額（消費税含まず）の２分の１で上限３５,０００円。 

       ただし、１００円未満の端数のあるときは、その端数を切り捨てた金額 

 

申し込み方法  購入『前』に申し込みが必要です。 

 生ごみ堆肥化容器購入の前に、補助申請の手続きが必要です。 

 「名取市生ごみ堆肥化容器補助金交付申請書」に必要事項を記入・押印の上、名取市クリー

ン対策課に郵送または持参のこと。先着順に補助要件等の審査を経て申請者に対し、市から

補助決定または不決定の通知書を送付します。 

 

補助金請求の方法  

  補助金交付決定通知書が届きましたら、通知書に記載された購入期限までに登録販売店で 

 購入して下さい。補助金は購入後に購入者（補助決定者）から請求をいただき、補助決定者 

 本人の銀行口座へ振り込みます。手続きの詳細などは補助決定通知書と一緒に送付します。 

  

補助台数  先着順 （予定額に達した場合、終了とします。）   

 生ごみ堆肥化容器    １０台予定 

電気式生ごみ堆肥化容器 ３５台予定 

 

補助申請受付期間 令和６年４月１日（月）～令和７年１月３１日（金） 

 

申請書、応募要領および登録販売店・認定機種一覧の入手方法   

 市役所クリーン対策課または各地区公民館等で配布、市ホームページに掲載 

 

               ➭問い合わせ先 ➭ 名取市生活経済部クリーン対策課クリ－ン対策係 

         〒981-1292  名取市増田字柳田８０ 

℡０２２（７２４）７１６１  

 

  

  

 

      ～ 補 助 金 交 付 ま で の 流 れ ～ 
 

１ 補助申請 

【申請期限】 

令和6年4月1日 

～ 

令和7年1月31日 

●『名取市生ごみ堆肥化容器購入費補助金交付申請書』を入手し 

必要事項を記入する 

  【入手場所】 

  ・クリーン対策課（名取市役所５階） 

・各地区の公民館 

・市のホームページ 

 

●クリーン対策課（名取市役所５階）へ申請期限までに 

直接または郵送で申請書を提出する 

２ 補助決定 

●提出された申請書をクリーン対策課が確認・審査 

 

●『名取市生ごみ堆肥化容器購入費補助金交付決定通知書』 

 『生ごみ堆肥化容器販売証明書』 

 『名取市生ごみ堆肥化容器購入費補助金交付請求書』 

 などがクリーン対策課から郵送されてくる 

３ 購  入 

【購入期限】 

決定通知書が 

届いてから 

～ 

令和7年2月28日 

●購入期限までに、登録販売店で対象機種を購入する 

※「決定通知書」「販売証明書」をご持参ください 

 

●購入の際に、登録販売店で『生ごみ堆肥化容器販売証明書』を 

書いてもらう 

※機種の使い方や注意点、疑問がある場合は、お求めの登録販売店 

にお尋ねください 

４ 補 助 金 

  請  求 

●『名取市生ごみ堆肥化容器購入費補助金交付請求書』に必要事項を 

記入する 

 

●申請者本人名義の預金通帳の写しをとる 

 

●『請求書』、『預金通帳の写し』、『販売証明書』をクリーン対策課

（名取市役所５階）に直接または郵送で提出する 

５ 補助金額    

   確    定 

●「請求書」等をクリーン対策課が確認・審査 

 

●『名取市生ごみ堆肥化容器購入費補助金交付額確定通知書』が 

送られてくる 

６ 補助金交付 ●申請者本人の口座へ確定通知で示された額が振り込まれる 

 


